
 

 

   

 第８章 

 省エネルギー行動計画 

   
 
私たちは、一人ひとりが役割を認識し、省エネルギービ

ジョンの目標達成のために行動することが大切です。 
本章は、省エネルギービジョン推進のための体制と市

民・事業者・行政の役割を明確にします。 
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推進と進行管理 公表 

北広島市
地域省エネルギー

ビジョン 

 

 

推進組織
（仮称）北広島市 

省エネルギー推進協議会 
市民・事業者・各種団体 

エコ・パートナーシップ北広島・行政

環境基本条例の 
基本理念 

総合計画の 
基本目標 

環境都市北広島をめざして

活動計画の 
立案・提案 

支援・協働 

情報発信 
活動協力 

参加・活動 

省エネルギービジョン推進体制 

北広島市 
地域社会の
諸活動組織
・自治会 
・市民団体
・学校 他
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Ⅷ－１ 行動計画の基本的な考え方 

 
 

北広島市は、本ビジョンに示された省エネルギー推進策の基本方針に基づき、施策の

実効性を高めるため、市民、各種団体等、事業者、行政が連携・協働した取組みを進め

る母体として「北広島市省エネルギー推進協議会（仮称）」の設立を進めます。 
 

 
本ビジョン目標の達成と北広島市環境基本条例の基本理念、北広島市総合計画のまち

づくり基本目標の実現に向け一歩一歩前進するよう努めます。 
 
Ⅷ－２ 推進体制 

北広島市地域省エネルギービジョンの目標達成に向けた行動を展開するためには、実

施主体ごとに効果のある省エネ行動を着実に推進する必要があります。 
そのためには、市民、事業者、行政の実施主体ごとの行動、または連携した、継続的

な活動が必要です。 
その推進組織「北広島市省エネルギー推進協議会（仮称）」は、市民、事業者、エコ・

パートナーシップ北広島、学校・自治会など各種団体、行政の協働による活動計画の立

案や情報発信などを行います。 
 

 

推進組織の設立 

環境都市北広島をめざして 
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◆ 北広島市のエネルギー消費は、家庭と自動車の割合が大きくなっています。 

市民一人ひとりが地球環境の変化に気づき、意識して省エネルギー型生活行動を

行うように努めます。具体的な行動計画は次のとおりです。 

市民の具体的な行動計画 
① 「省エネナビ」、「エコワット」の電気を上手に使う省エネツールの活用 
② 省エネルギーの意識向上につながる環境家計簿の活用 
③ 自動車の不要なアイドリングをしない、タイヤの空気圧の適正化など「エコ

ドライブ」の実践 
④ 冷蔵庫や蛍光灯など省エネルギー機器の積極的な採用 
⑤ 高断熱・高気密住宅の採用や室内の温度管理の実践  など 

Ⅷ－３ 省エネルギービジョンの進め方 

本ビジョンは、北広島市環境基本計画の環境に関連する個別計画として位置付けを行

い、北広島市環境基本計画の進行管理を進める中で、施策の進捗状況を把握し、着実な

ビジョンの推進を図ります。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ⅷ－４ 市民・事業者・行政の役割 

省エネルギー行動の実施主体別の役割と具体的行動計画は、次の通りです。 
 
１ 市民の役割 

Do（実行） 
 

◆市民・事業者・行政が、それ
ぞれの役割に応じて行動 

Action（調整・改善） 
 

◆推進施策の見直し 

Check（状況の把握）
 

◆推進施策の進捗状況把握 
◆各種市統計書による電気・ガスなどの

エネルギー消費状況確認 

Plan（計画）
 

◆省エネルギー目標設定 
◆推進施策の設定 

省エネルギー 

ビジョン 

省エネルギービジョン推進の概念 
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２ 事業者の役割 

 
３ 行政の役割 

 

 
 

◆ 事業者は、各々の事業活動の内容、状況に応じ省エネルギー対策について自

らの問題として取組み、行動します。また、行政の施策、市民活動へ協力しま

す。 

◆ 北広島市の産業部門、民生部門の業務用エネルギー消費量は増加傾向にあり

ます。事業所におけるエネルギー管理の徹底、省エネルギー教育の実施などに

努めます。具体的な行動計画は次のとおりです。 

事業者の具体的な行動計画 
① 産業部門における経団連環境自主行動計画の着実な実施とトップランナー基

準適合車および基準適用機器の採用 
② 省エネルギーセンターの「エネルギー診断サービス」の活用によるエネルギ

ー管理の実践と各種技術講座への参加による省エネ技術者の養成 
③ 自動車の不要なアイドリングをしない、タイヤの空気圧の適正化など「エコ

ドライブ」の実践  など 

◆ 行政は、省エネルギーの推進にあたり、自らが率先して省エネ行動を実践し、

その有効性をアピールするとともに、省エネ機器などの紹介に努めます。 
◆ 市民、事業者、自治会、学校等が行う省エネ行動への支援・協働を行います。

具体的な行動計画は次のとおりです。 

行政の具体的な行動計画 

① 第２次率先実行計画の着実な推進と省エネルギー機器の導入 
② 「北広島市省エネルギー推進協議会（仮称）」の運営 

③ 市民、事業者、自治会、学校等に対し、環境、省エネに関する情報発信と啓

発活動の実践 
④ 省エネルギービジョンの推進と進行管理  など 
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